
 東京都は、子供を権利の主体として尊重し、子供の最善の利益を最優先にするという基本理念のもと、
令和３年４月に「東京都こども基本条例」を施行しました。 
 また、羽村市においても令和７年３月に「羽村市こども計画」を策定し、同様の取組を実施しています。 
 今回は東京都と共催で、日常的に子供に接している大人の方々を対象に、子供の権利を尊重する大切さを
学ぶ講座を実施します。 
 「子供の権利」や「子供の声を尊重することの大切さ」について、ぜひ一緒に考えてみませんか？ 　

プリモホールゆとろぎ
講座室１

 羽村市のすべての子供が、身体的・
精神的・社会的に将来にわたって幸せ
な状態（ウェルビーイング）で生活を
送ることができる社会（「こどもまん
なか社会」）をめざすために策定した
５ヵ年計画です。

計画ロゴマーク
13の線はこども大綱が例示している13の「こどもまんなか社
会」を表しています。
羽村市の特徴である「水」の流れをイメージさせるように円
形に配置しています。また、羽村市の「羽」を円の切れ目に
配置することで、子供の誕生前から子育て当事者まで切れ目
なく支援することをイメージしています。

お問合せ・お申し込み

共 催 東京都・羽村市 
042-555-1111（内線261） s304100@city.hamura.tokyo.jp

 【申し込みはこちら】

日時 令和８年２月２６日（木）
午後２時～３時３０分

ハンドブックや条例解説動画を
利用したグループワーク等
※裏面に詳細を記載
無料

川瀬 信一 氏
（かわせ しんいち）
※裏面に詳細を記載

内容

費用

場所

講師

定員 ６０人（先着順）



こどもの権利とは

こどもの声を聴き、権利を守るということ

東京都こども基本条例について

質疑応答

・こどもの権利を捉える３つの視点と４つの原則
・こどもの権利の歴史
・実際に子どもの権利条約を読んでみよう

・こどもの声をなぜ聴くのか
・よくある疑問

・条例の概要
・こども向けワークショップのご紹介

以下の流れで、ペアワークやグループワークを交えながら進行いたします。


